
解体等工事を始める前に 
～大気汚染防止法に基づくアスベスト調査・説明・掲示の義務について～

建物を解体・改修するときは、事前にアスベスト調査をする義務があります。
（大気汚染防止法第 18 条の 17 第１項）

解体等工事の受注者（自主施工者を含む）は、工事の着手前に、アスベスト含有建材の
使用の有無を調査することが義務付けられています。 
アスベスト調査は、書面調査、現地調査、分析調査により行う必要があり、建築物石綿

含有建材調査者など、石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者が調査を行う
こととされています。 

アスベスト調査の結果は、発注者に説明する義務があります。
（大気汚染防止法第 18 条の 17 第１項）

解体等工事の受注者は、アスベスト調査の結果について、アスベスト含有建材の有無に
かかわらず、書面で発注者に説明することが義務付けられています。 
また、解体等工事に伴い、大気汚染防止法に基づく届出が必要な場合は、届出事項の説

明も必要となります。 

アスベスト調査の結果は、工事の場所に掲示する義務があります。
（大気汚染防止法第 18 条の 17 第４項）

解体等工事の受注者（自主施工者を含む）は、アスベスト含有建材の有無にかかわらず、
アスベスト調査の結果について、見やすい場所に掲示することが義務付けられています。

＜掲示すべき事項＞（例）

調査の結果 アスベスト含有（天井、梁）

調査を終了した年月日 令和○年○月○日

調査の方法 目視、図面、分析による 

調査を行った者の氏名等 ○○株式会社 □□ □□ 

札幌市○区△条□丁目 

特定建築材料の種類 吹付け石綿 

※大気汚染防止法に基づく届出が必要な場合は、届出年月日等の掲示も必要となります。
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木造住宅であっても

外壁仕上塗材にアスベストが 

含まれている場合があります。 
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解体等工事の受注者（自主施工者を含む）の皆様へ


